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第 210 回価格審査委員会議事要旨 
 
開催日時、場所 2021 年 4 月 16 日（金）午前 10 時 00 分～11 時 20 分 経済調査会会議室 

出席委員 加藤佳孝、小路直彦、土屋貴裕、野口貴文（委員長） （五十音順） 

 
審議事項及び委員意見･質問 経済調査会説明・審議結果 

1．前回議事概要の確認 ・ 前回議事概要案が承認された。 

2．｢積算資料｣ 5月号土木系資材の価格

変動の妥当性について 
・ 審査対象資材のうち、5 月号で掲載価格に変動が生じる土木系資材、都市

について需給、市況動向及び価格判定内容を説明した。その大要は以下の

とおりで、質疑及び審議の結果、了承された。 
 ＜品目＞ [地区] （理由） 
 【上伸した資材】 
 Ｈ形鋼 九州 需要は中小の建築工事向けが依

然として低調で、流通業者の在

庫は増加している。値上げの浸

透が遅れていた九州地区では、

原材料費上昇の未転嫁分の価格

交渉が進展し、市況上伸。 

 生コンクリート 横浜 原材料、輸送コスト増加を理由

に組合は一昨年 8 月より値上げ

を打ち出す。新型コロナの影響

もあり交渉は難航したが、今年

に入り改めて売り腰を強めたと

ころ、大型物件を中心に値上げ

の一部が浸透し、市況上伸。 

 生コンクリート 甲府 原材料、輸送コスト増加を理由

に組合は昨年 6 月より値上げを

打ち出す。一昨年の値上げから

時間が経っておらず、値上げ幅

も大きいため交渉は難航した

が、今年に入り値上げ幅を圧縮

して売り腰を強めたところ、需

要者が受け入れ、市況上伸。 

 軽油 全国 中東産原油価格は新型コロナ流

行前の水準まで戻り、高値水準

で推移。5カ月連続の元売卸価格

の引き上げを受け、販売会社は

採算確保のため仕入価格上昇分

の価格転嫁を進め、市況上伸。 

 ストレートアスファ

ルト 
那覇 沖縄地区では、県内唯一の油槽

所を有するメーカーがプライス

リーダー社となっている。同社

は 2 月以降の原油価格上昇を受

け、3 月からトン当たり 7,000
円の値上げを実施し、市況上伸。 
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審議事項及び委員意見･質問 経済調査会説明・審議結果 
 【下落した資材】   
 鉄スクラップ 全国（福岡、那覇

除く） 
コロナ禍の影響で問屋への入荷

は引き続き低調だが、電炉メー

カーの鋼材生産が低調なことに

加え、海上運賃の上昇や配船遅

延から輸出量は減少に転じ、輸

出向け価格も下落。国内需給は

緩和し、電炉メーカーは炉前購

入価格を引き下げ、市況下落。 

○甲府地区の生コンクリートのヒアリ

ング調査で、「リニア工事の工期が令

和５年度まで」とあったが、その間生

コンの単価は変わらないのか。見直し

があるのか。 

・基本的には、当初契約した単価が通期で適用されるが、大きな物価変動が

あった場合は、発注者がスライド条項を適用して、設計単価が変更される

場合もある。 

○Ｈ形鋼について、全般に需給が緩和し

ている状況なのに、先行き強含みとし

ている理由はなぜか。 

・全国ときわ会の在庫量は、需給の均衡する目安が 20 万ｔと言われている

が、2月末時点ではまだ20万ｔに達していなかった。コロナの影響もあり、

流通状況は低調だったが、在庫状況としては必ずしも多くはなかった。今

後在庫量がどのように推移していくかにもよるが、鉄鉱石や副資材費が上

昇しており、メーカー、流通業者とも今後もコスト上昇分を転嫁していか

なければならない中で、強含みの状況が続くと見ている。 
  
3．｢積算資料｣ 5月号建築系資材の価格

変動の妥当性について 

・審査対象資材のうち、5月号で掲載価格に変動が生じる建築系資材、都市

について需給、市況動向及び価格判定内容を説明した。その大要は以下の

とおりで、質疑及び審議の結果、了承された。 
 ＜品目＞ [地区] （理由） 
 【上伸した資材】   
 型枠用合板 全国 産地では新型コロナによる活動

制限令から生産が低水準で推移

しており、国内への入荷量は減

少、市中の品薄感は強まってい

る。販売側は仕入価格上昇から

強気の販売姿勢を継続し、市況

上伸。 

 電線・ケーブル 全国 首都圏の再開発向けも一時の勢

いはなく、需要は盛り上がりに

欠けている。国内電気銅建値は t
当たり 104 万円と高値水準で推

移。流通側のコスト上昇分の値

上げが徐々に浸透し、市況上伸。 

○電線・ケーブルのヒアリング調査で、

銅価について、世界経済が回復基調の

中でも、今後のさらなる価格上昇は見

込んでいなく、急落の可能性もあるよ

うな業者の見通しは、どのような理由

からか。 

・流通業者の過去の経験からとなるが、前回、銅価が100万円台をつけたの

が2007年7月期で、月平均が101万9,000円であった。リーマンショッ

ク前だったこともあるが、その後、先行き不透明な状況が出てきて、その

年の12月に79万円まで急落している。なので、現状、銅価が高騰してい

る中で、かなり警戒感が高くなっているためと思われる。 
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審議事項及び委員意見･質問 経済調査会説明・審議結果 
○型枠用合板について、輸入量が減少し

品薄感が強まっているとのことだが、

輸入業者が輸入量を抑制しているの

か、産地側が需給を引き締めるために

減産しているのか。 

・産地国で輸出規制しているのは北米の木材である。型枠用合板については、

主要産地のマレーシアが時期的に天候もよくなく、原木が集まっていない

ので、産地国倉庫も空になっている状況である。製造工場の伐採職人が主

にインドネシアの方だが帰国して戻ってこられず、人手不足からかなり製

造を絞っている。産地の価格も上がっているが、量を出そうにも出せない

状況で、注文を入れても入ってこない状態になっている。 

  
4.その他  

（1）次回開催予定 ・ 2021年5月17日（月）15時～17時と決定。 

（以 上） 
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価格審査委員会規約 

 

（目的） 

第 1 条 一般財団法人 経済調査会が実施する資材価格及び工事費(以下「資材価格等」という。)の
調査結果について、その妥当性を高め調査の信頼性を向上させることを目的として、第三者に

よる価格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。 
 
（委員会の事務） 
第 2 条 委員会は、代表理事の委嘱に基づき、次の事務を行う。 

一 資材価格等(定期刊行物に掲載するものに限る。以下同じ。)の調査結果の妥当性について

審査すること。審査は公共工事において重要度の高い品目、工事費を選定して行うものとす

る。 

二 その他資材価格等の調査に関して必要と認められる事項について審議すること。 

 
（委員会の委員及び任期） 
第 3 条 委員は公正中立の立場で審査を適切に行うことのできる学識経験等を有する者のうちから、

代表理事が委嘱する。 
2 委員会は、委員 8 人以内で組織する。 
3 委員の任期は、2 年とする。ただし再任を妨げない。また、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

4 委員は、非常勤とする。 
 
（委員長） 
第 4 条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 

2 委員長は、委員会を代表する。 
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。 

 
（委員会の開催） 
第 5 条 委員会は、委員長が招集し、原則として毎月 1 回開催する。 
 
（審査の報告・助言） 
第 6 条 委員会は、第 2 条により審査の対象となった事項に関し、必要に応じて代表理事に対し審

査結果の報告または助言を行う。 
 

（意見等の聴取） 

第 7 条 委員会は、第 2 条の事務を行うにあたり、必要に応じて委員以外の者から意見等を聴取す

ることができる。 
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（秘密を守る義務） 
第 8 条 委員は第 2 条の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退

いた後も、また同様とする。 
 
（事務局） 
第 9 条 委員会の事務局は、一般財団法人 経済調査会 調査監理部審査室に置く。なお事務局は価

格動向、価格変動理由等の資料を委員会に提出するものとする。 
 
 
附則 
この規約は、平成 15 年 11 月 13 日から施行する。 
この規約は、平成 16 年 4 月 13 日から改定施行する。 
この規約は、平成 18 年 4 月 13 日から改定施行する。 
この規約は、平成 21 年 4 月 13 日から改定施行する。 
この規約は、平成 24 年 6 月 15 日から改定施行する。 
 


